
  

○豊後高田市夢クラブ新規設立奨励金交付要綱  

（目的）  

第１条  この要綱は、豊後高田市が推進する健康なまちづくりのコ

ンセプトに沿って、健康づくり、生きがいづくり及び奉仕活動等

を行い地域コミュニティの再生、強化を図ろうとする団体（以下

「夢クラブ」という。）を支援するため、予算の定めるところによ

り、豊後高田市夢クラブ新規設立奨励金 (以下「奨励金」という。)

を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該

各号に定めるところによる。  

(１ ) 夢クラブ  次の各号に掲げる要件を満たす団体で、市老連

に新規に加入するものをいう。  

 ア  団体を構成する者の年齢が、おおむね 60 歳以上のもので構

成されていること。  

 イ  活動が円滑に行われる程度の同一地域内に居住する者で構

成されていること。  

 ウ  会員数がおおむね 20 人以上であること。ただし、やむを得

ない理由がある場合は、５人以上であること。  

 エ  おおむね６割以上の会員が参加できる活動を毎月１回以上

行うこと。  

(２ ) 市老連  豊後高田市老人クラブ連合会をいう。  

（要件）  

第３条  奨励金の交付を受けることができる夢クラブは、次に掲げ

る活動に取り組むことを条件とし、その内容については、当該各

号に定めるところによる。  

 (１ ) 健康づくり活動  ウォーキングやラジオ体操の普及のため

の活動及び体力づくり、介護予防につながる講習会等の健康づ

くりに資する各種活動をいう。  



  

 (２ ) 生きがいづくり活動  会員が持つ豊かな生活経験や伝承文

化、暮らしの技術を後世に伝える活動及び世代間の交流活動等

の生きがいづくりに資する各種活動をいう。  

 (３ ) 奉仕活動  地域の清掃、地域の見守り及び子育て支援等の

奉仕活動に資する各種活動をいう。  

 (４ ) 市老連活動  市老連が行う地域福祉及び高齢者福祉等の向

上に資する各種活動をいう。  

 （奨励金の額）  

第４条  夢クラブに対する奨励金の額は、次の表に定める額とする。 

夢クラブ会員数  奨励金の額  

５人～９人  20,000 円  

10 人～ 14 人  30,000 円  

15 人～ 19 人  40,000 円  

20 人以上  50,000 円  

 （奨励金の交付申請等）  

第５条  奨励金の交付を受けようとする夢クラブは、夢クラブ新規

設立奨励金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に

次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。  

 (１ ) 事業計画書  

 (２ ) 確約書  

 (３ ) 役員・会員名簿  

２  申請書の提出期限は、夢クラブ設立日から起算して３箇月以内

とする。  

３  市長は、前２項の申請書を受理したときは、速やかにその内容

を審査し、奨励金の交付の可否を決定し、夢クラブ新規設立奨励

金交付決定（却下）通知書（様式第２号）により当該申請書を提

出した者へ通知するものとする。  

（奨励金の請求）  

第６条  前条の規定により奨励金の交付の決定を受けた夢クラブ



  

（以下「奨励夢クラブ」という。）は、速やかに夢クラブ新規設立

奨励金請求書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。  

 （状況報告）  

第７条  奨励夢クラブは、市長の要求があったときは、事業の遂行

状況について、当該要求に係る事項を書面により市長に報告しな

ければならない。  

（奨励金の返還）  

第８条  市長は、奨励夢クラブが偽りその他不正な行為によって奨

励金の交付決定又は交付を受けたときは、奨励金の全部又は一部

を返還させることができる。  

（その他）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。  

附  則  

この要綱は、平成 25 年 10 月１日から施行する。  

この要綱は、令和６年９月５日から施行する。  



  

様式第１号（第５条関係）  

 

令和   年   月   日   

 

  豊後高田市長  様  

 

団 体 名   

代 表 者 住 所   

代 表 者 氏 名  ○印  

連 絡 先 電 話 番 号   

 

 

夢クラブ新規設立奨励金交付申請書  

 

 

豊後高田市夢クラブ新規設立奨励金交付要綱第５条の規定によ

り、新規設立奨励金の交付を受けたいので申請します。  

 

目的及び内容  
地域住民のコミュニティ向上に資する活動を

行うための必要経費  

交付申請額  

（    ）会員５人～９人  20,000円  

（    ）会員 10人～ 14人  30,000円  

（    ）会員 15人～ 19人  40,000円  

（    ）会員 20人以上   50,000円  

関係書類  

１  事業計画書（別紙１）  

２  確約書（別紙２）  

３  役員・会員名簿（別紙３）  



  

（別紙１）  

 

事業計画書  

 

年間事業計画は、次のとおりです。  

４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

      

10月  11月  12月  １月  ２月  ３月  

      

※  以下の該当事業番号を記入してください。  

 

【健康づくり活動】  

１  ウォーキング＆ラジオ体操  

２  グラウンドゴルフ  

３  ゲートボール  

４  その他の健康づくり活動（               ）  

【生きがいづくり活動】  

 ５  研修旅行  

 ６  世代交流  

 ７  誕生会  

 ８  カラオケ  

 ９  囲碁・将棋  

 10 その他の趣味の教室（               ）  

【奉仕活動】  

 11 清掃美化活動  

 12 声かけ運動  

 13 子育て支援  

 14 地域奉仕活動  

 15 その他の奉仕活動（               ）  



  

（別紙２）  

 

確  約  書  

 

 豊後高田市夢クラブ新規設立奨励金を申請するにあたり、要綱の

目的を理解し、事業計画書（別紙１）に記載した活動については、

計画に沿って取り組むことを確約します。  

 なお、要綱第８条の行為があった場合は、受けた奨励金を要綱に

基づき返還します。  

 

 

   豊後高田市長  様  

 

 

団 体 名   

代 表 者 住 所   

代 表 者 氏 名  ○印  

連 絡 先 電 話 番 号   

 

 



  

（別紙３ -１）  

 

役員・会員名簿  

 

番号  氏  名  性別  生年月日  役職等  

１   男・女    

２   男・女    

３   男・女    

４   男・女    

５   男・女    

６   男・女    

７   男・女    

８   男・女    

９   男・女    

10  男・女    

11  男・女    

12  男・女    

13  男・女    

14  男・女    

15  男・女    

16  男・女    

17  男・女    

18  男・女    

19  男・女    

20  男・女    

 



  

（別紙３ -２）  

 

役員・会員名簿  

 

番号  氏  名  性別  生年月日  役職等  

21  男・女    

22  男・女    

23  男・女    

24  男・女    

25  男・女    

26  男・女    

27  男・女    

28  男・女    

29  男・女    

30  男・女    

31  男・女    

32  男・女    

33  男・女    

34  男・女    

35  男・女    

36  男・女    

37  男・女    

38  男・女    

39  男・女    

40  男・女    

 



  

様式第３号（第６条関係）  

令和   年   月   日   

 豊後高田市長  様  

 

団 体 名   

代 表 者 住 所   

代 表 者 氏 名  ○印  

連 絡 先 電 話 番 号   

 

夢クラブ新規設立奨励金請求書  

 

 令和   年   月   日付けで交付決定のあった夢クラブ新規設

立奨励金の交付について、要綱第６条の規定に基づき請求いたしま

す。  

請求金額  

（   ）会員５人～９人   20,000 円  

（   ）会員 10 人～ 14 人  30,000 円  

（   ）会員 15 人～ 19 人  40,000 円  

（   ）会員 20 人以上   50,000 円  

振込口座  

口 座 名 義   

金融機関名   

口 座 種 別  普通  ・  当座  

口 座 番 号  Ｎｏ．  

 


